
平成２８年度 
診療報酬改定に伴う 
『施設基準』等について 

東北厚生局 
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診療報酬改定の留意事項 

・本資料は、診療報酬改定の全ての項目を網羅していな
いので、ご注意願います。 

・施設基準の届出書の提出の際には、告示、通知を必ず熟読して
ください。 
 

○基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（保医発0304
第1号平成28年3月4日）  

○特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（保医発0304
第2号平成28年3月4日）  等 

 

・算定の際には、告示、通知を必ず熟読してください。 
 

○診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 （保医発0304第3号平成28年3月4日）  等 
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届 出 書 様 式（表紙） 
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○東北厚生局トップページの 
  「平成28年度診療(調剤)報酬改定」のバナーから 

届出様式のホームページからの入手方法 
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新たに『施設基準』が創設されたことにより、平成２８年４月以降にお
いて当該点数を算定するにあたり届出の必要なもの（特掲１） 

〇特掲診療料 
・糖尿病透析予防指導管理料の注５に掲げる腎不全期患者指導加算 
・小児かかりつけ診療料 
・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 
・排尿自立指導料 
・診療情報提供料（Ⅰ）の注14に掲げる地域連携診療計画加算 
・診療情報提供料（Ⅰ）の注15に掲げる検査・画像情報提供加算 
・電子的診療情報評価料 
・在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 
・在宅療養実績加算２ 
・在宅植込型補助人工心臓（非拍動流型）指導管理料 
・歯科訪問診療料の注13に規定する基準 
・遺伝学的検査（注に規定する届出に限る。） 
・国際標準検査管理加算 
・長期脳波ビデオ同時記録検査１ 
・脳波検査判断料１ 
・遠隔脳波診断 
・コンタクトレンズ検査料２ 
・有床義歯咀嚼機能検査 
    ～ 
・手術用顕微鏡加算 8 



 

〇特掲診療料 

・ニコチン依存症管理料（平成29年７月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

・在宅療養支援診療所（平成29年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る。) 

・コンタクトレンズ検査料１又は３（平成29年４月１日以降に引き続き算定する場合に限
る。） 

・ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン
断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影及び乳房用ポジトロン断層撮影（注３
に規定する届出に限る。）（平成29年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅱ） 

・腹腔鏡下肝切除術（３、４、５又は６を算定する場合に限る。） 

・在宅療養支援歯科診療所（平成29年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

・歯根端切除手術の注３ 

・基準調剤加算 

・後発医薬品調剤体制加算１又は２ 

施設基準の改正により、平成２８年３月３１日において現に当該点数を算定して
いた保険医療機関であっても、平成２８年４月以降において当該点数を算定する
に当たり届出の必要なもの（特掲） 
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〇特掲診療料 

診療報酬の算定項目の名称が変更されたが、平成２８年３月３１日において現に
当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの（特
掲） 

在宅療養実績加算 → 在宅療養実績加算１ 

特定施設入居時等医学総合管理料  → 施設入居時等医学総合管理料 

人工膵臓 → 人工膵臓検査 

経口摂取回復促進加算 → 経口摂取回復促進加算１ 

内視鏡手術用支援機器加算 →
  

腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡
手術用支援機器を用いるもの）） 

歯科治療総合医療管理料 →
  

歯科治療総合医療管理料（Ⅰ）及び
（Ⅱ） 

在宅患者歯科治療総合医療管理料 →
  

在宅患者歯科治療総合医療管理料
（Ⅰ）及び（Ⅱ） 

在宅かかりつけ歯科診療所加算 → 在宅歯科医療推進加算 

歯科技工加算 → 歯科技工加算１及び２ 

経皮的大動脈弁置換術 → 経カテーテル大動脈弁置換術 
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施設基準に係る届出の一部簡素化について（その１） 

 
 

 
 
 

○夜間休日救急搬送医学管理料 

○がん治療連携管理料 

○認知症専門診断管理料 

○経皮的冠動脈形成術 

○経皮的冠動脈ステント留置術 
 

○医科点数表第２章第10部手術の 

通則５及び６（歯科点数表第２章第
９部の通則４を含む。）に掲げる手
術 

施設基準を満たしていれば届出を不要とするもの 

○夜間・早朝等加算 

○明細書発行体制等加算 

○臨床研修病院入院診療加算 

○救急医療管理加算 

○妊産婦緊急搬送入院加算 

○重症皮膚潰瘍管理加算 

○強度行動障害入院医療加算 

○がん診療連携拠点病院加算 

○小児科外来診療料 
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施設基準に係る届出の一部簡素化について（その３） 

 
 

 

※は平成28年度診療報酬改定で
新設された点数 

○腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術 
○腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術 
○腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術 
○腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術 
○腹腔鏡下小切開副腎摘出術 
○腹腔鏡下小切開腎部分切除術 
○腹腔鏡下小切開腎摘出術 
○腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術 
○腹腔鏡下小切開腎（尿管）悪性腫瘍手術 
○腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術 
○腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 

○持続血糖測定器加算 
○皮下連続式グルコース測定 

○センチネルリンパ節生検（併用） 
○乳がんセンチネルリンパ節加算１ 

○センチネルリンパ節生検（単独） 
○乳がんセンチネルリンパ節加算２ 

○人工膵臓検査 
○人工膵臓療法（※） 

○時間内歩行試験 
○シャトルウォーキングテスト（※） 

○検査・画像情報提供加算（※） 
○電子的診療情報評価料（※） 

施設基準に係る届出を統一するもの（いずれかを届け出ればすべて算定可能） 
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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所における歯科疾患の重症化予防を評価する。 
 

 口腔機能低下の重症化予防の評価 
（新）  在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の加算 100点 
【包括範囲】摂食機能療法、歯周病検査、歯周病部分的再評価検査、歯周基本治療、歯周基本治療処置、機械的歯面清掃処置 
 
 
                                                     
    
                                                   
    
 
 
 

 

かかりつけ歯科医機能の評価 

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の評価③ 

平成28年度診療報酬改定 
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 （１）過去１年間に歯科訪問診療１又は２、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。 
 （２）①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修、②高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び 
    緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が１名以上配置されていること。 
 （３）歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。 
 （４）診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。 
 （５）当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、連絡先電話番号等について、 
    事前に患者等に対して説明の上、文書により提供していること。 
 （６）当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。 
 （７）当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。 
 （８）口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を 
    講じていること。 
 （９）感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。 
（１０）歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。 
（１１）患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。 
    ①自動体外式除細動器（AED）、②経皮的酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）、③酸素供給装置、④血圧計、⑤救急蘇生セット、 
    ⑥歯科用吸引器 

 

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準 

歯科 概要24 



  (新) かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所          

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準（届出） 
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[届出に関する事項] 
 

  ・ 別添２の様式17の２を用いること。 
  ・ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策、 
   高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を全て 
   修了していることが確認できる文書を添付すること。 
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在宅歯科医療 

専門の 

医療機関か？ 

在宅療養支援 

歯科診療所の 

施設基準を 

満たすか？ 

在宅専門の 

基準を満たす 
・歯科訪問診療１～３で算定 ・歯科訪問診療１～３で算定 

現行の 

基準を満たす 
・歯科訪問診療１～３で算定 

・「初・再診料に相当する点数」 

※在宅療養支援歯科診療所ではなく
なる 

基準を 

満たさない 
・歯科訪問診療１～３で算定 ・「初・再診料に相当する点数」 

在宅療養支援 

歯科診療所の 

施設基準を 

満たすか？ 

現行の 

基準を満たす 
・歯科訪問診療１～３で算定 ・歯科訪問診療１～３で算定 

基準を 

満たさない 
・歯科訪問診療１～３で算定 

・歯科訪問診療１～３で算定 

※届出しないと「初・再診料に相当す
る点数」となる 

在宅歯科医療を行う医療機関について 

平成28年度診療報酬改定 

18 

在宅患者の割合が 
95%以上 

在宅患者の割合が 
95%未満 

経過措置期間 
平成29年3月31日まで 平成29年4月1日から 

在宅療養支援 
歯科診療所の 
施設基準 

在宅歯科医療専門である 

在宅歯科医療専門でない 

※点線は在宅療養支援歯科診療所 
※「初・再診料に相当する点数」の場合、在宅患者等急性歯科疾患対応加算は算定できない。 

在宅歯科医療の推進について② 

歯科 概要27 



  (新) 歯科訪問診療料の注13に規定する基準 
   ※ 歯科訪問診療を行う医療機関で在宅患者の割合が95％未満で在宅療養歯科支援 

    診療所以外の診療所が対象      

歯科訪問診療料の注13に規定する基準 

[主な施設基準] 
 

  直近１か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科 
 訪問診療を提供した患者数の割合が９割５分未満の保険医療機関であること。 
 
  平成29年４月１日までに届出しないと「初・再診料に相当する点数」による算定 
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[届出に関する事項] 
 

   別添２の様式21の３の２を用いること。 



20 



 在宅歯科医療を専門に実施する保険医療機関（在宅患者の割合が95％以上の保険医療機関）
に係る在宅療養支援歯科診療所の施設基準に以下のものを追加する。 
 
 
 

 
 在宅歯科医療を専門に実施する保険医療機関（在宅患者の割合が95％以上の保険医療機関）
であって、在宅療養支援歯科診療所の指定を受けていないものについては、初診料、再診料に
相当する点数により算定する。 

 現行の在宅療養支援歯科診療所の施設基準に、在宅患者の割合が95％未満を追加する。 
 現行の在宅療養支援歯科診療所は平成29年３月31日まで、基準を満たしているものとする。 

 

健康保険法に基づく開放性の観点から、外来応需体制を有していることが原則であることを明確
化した上で、以下の要件等を満たす場合には在宅医療を専門に実施する診療所の開設を認める。 

 [主な開設要件] 
① 外来診療が必要な患者が訪れた場合に対応できるよう、診療地域内に2か所以上の協力医療機関を確保していること（地
域医師会、地域歯科医師会から協力の同意を得られている場合はこの限りではない。） 

② 在宅医療導入に係る相談に随時応じ、患者・家族等からの相談に応じる設備・人員等が整っていること。  
③ 往診や訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由等なく断ることがないこと。 

④ 緊急時を含め、随時連絡に応じる体制を整えていること。                                  等 

在宅医療を専門に行う医療機関の開設 

平成28年度診療報酬改定 

在宅歯科医療専門の医療機関に関する評価 

① 直近１か月の在宅歯科医療の患者の割合が95％以上 ④ 在宅歯科医療に係る経験が３年以上の歯科医師の勤務 

② 5か所／年以上の医療機関からの新規患者紹介 ⑤ ポータブルのユニット、バキューム、レントゲンを有すること 

③ 歯科訪問診療のうち、歯科訪問診療１が６割以上 ⑥ 「抜髄、感染根管処置：20件」、「抜歯手術：20件」、「有床義歯
新製、有床義歯修理、有床義歯内面適合法：40件（各5件以上）」 
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在宅歯科医療の推進について① 

歯科 概要26 



在宅療養支援歯科診療所（その１） 

[主な施設基準] 
直近１か月に歯科訪問診療を行った患者数の割合が９割５分以上の診療所は現行の在宅療養支

援歯科診療所の施設基準に加え、以下の要件も満たしていること。 
      
  (1) 過去１年間に、５か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けていること。 
   (2) 直近３か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、６割以上が歯科訪問診療１を算定し 
    ていること。 
   (3) 在宅歯科医療に係る３年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。 
    (4) 歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを有し 
        ていること。 
   (5) 歯科訪問診療において、過去１年間の診療実績を全て満たすこと。 
       ① 抜髄及び感染根管処置の算定実績が合わせて20回以上 
       ② 抜歯手術の算定実績が20回以上 
       ③ 有床義歯を新製した回数、有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて40 
          回以上（それぞれの算定実績は５回以上） 

  (新) 在宅歯科医療を専門に実施する在宅療養支援歯科診療所 
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[届出に関する事項] 
   別添２の様式18を用いること。 



【在宅療養支援歯科診療所の施設基準の変更】 
 

 在宅医療を提供した患者数を、在宅医療及び外来医療を提

供した患者の合計数で除した値が０．９５未満であること。 

在宅療養支援歯科診療所（その２） 

[経過措置] 

 平成２８年３月３１日時点で在宅療養支援歯科診療所として届け出てい

る保険医療機関については、平成２９年３月３１日までの間、基準を満た

しているものとする。 
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[届出に関する事項] 
 

   別添２の様式18を用いること。 
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 保険医療機関間で、診療情報提供書を提供する際に、併せて、画像情報や検査結果等を
電子的に提供し活用することについて評価。 

ICTを活用したデータの収集・利活用 

 診療情報提供書等の診療等に要する文書（これまで記名・押印を要していたもの）を、
電子的に送受できることを明確化し、安全性の確保等に関する要件を明記。 

診療情報提供書等の文書の電子的な送受に関する記載の明確化 

平成28年度診療報酬改定 

（新）  検査・画像情報提供加算  

    （診療情報提供料の加算として評価） 
 イ 退院患者の場合    ２００点 
 ロ その他の患者の場合 ３０点 

 診療情報提供書と併せて、画像情報・検査結果等を電
子的方法により提供した場合に算定。 
 

画像情報・検査結果等の電子的な送受に関する評価 

（新）  電子的診療情報評価料 ３０点 

 
 診療情報提供書と併せて、電子的に画像情報や
検査結果等の提供を受け、診療に活用した場合に
算定。 

 

[施設基準] 
① 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受信が可能なネットワークを構築していること。 
② 別の保険医療機関と標準的な方法により安全に情報の共有を行う体制が具備されていること。 27 

歯科 概要63 



 (新) 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 
     
           （特掲 表１） 診療情報提供料(Ⅰ)の注15に掲げる検査・画像情報提供加算 
             電子的診療情報評価料 

検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 

[主な施設基準] 
 

⑴ 診療情報提供書を電子的に提供する場合は、ＨＰＫＩによる電子署名を施すこと。 
⑵ 患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネットワークを構築すること。 
⑶ 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（平成25年10月）を
遵守し、安全な通信環境を確保すること。 

⑷ 保険医療機関において、個人単位の情報の閲覧権限の管理など、個人情報の保護を確実
に実施すること。 

⑸ 厚生労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保
すること。 

⑹ 情報の電子的な送受に関する記録を残していること。（ネットワーク運営事務局が管理
している場合は、随時取り寄せることができること。）  

      情報提供側：提供した情報の範囲及び日時を記録。 
      情報受領側：閲覧情報及び閲覧者名を含むアクセスログを１年間記録。 

 
[届出に関する事項] 
   別添２の様式14の２を用いること。 
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 有床義歯咀嚼機能検査とは、有床義歯装着時の下顎運動及び咀嚼能力を測定することにより、
有床義歯装着による咀嚼機能の回復の程度等を客観的かつ総合的に評価し、有床義歯の調整、
指導及び管理を効果的に行うことを目的として行うものであり、有床義歯を新製する場合におい
て、新製有床義歯の装着前及び装着後のそれぞれについて実施する。 

（新） 有床義歯咀嚼機能検査 
    １ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合 480点（１回につき） 
    ２ 咀嚼能力測定のみを行う場合 100点（１回につき） 
        【算定要件】 
        １について、義歯装着前に２回以上行った場合は、第１回目の検査を行ったときに算定する。また、義歯装着日の 
        属する月から起算して６月以内に限り、月１回を限度として算定する。 
        ２について、１を算定した患者について、義歯装着日の属する月から起算して６月以内に限り、月１回を限度として    
        算定する。また、１を算定した月は算定できない。 
        【施設基準】  
 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 
 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。 

先進医療技術の保険導入 

口腔機能の総合的な評価 

平成28年度診療報酬改定 
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下顎切歯点
に付けたマ
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きを下顎運
動記録装置
で記録 

下
顎
運
動
測
定

 

咀
嚼
能
力
測
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グミゼリーを
咀嚼した際
のグルコー
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計測し、咀
嚼能力を測
定 

歯科 概要60 



有床義歯咀嚼機能検査  

[主な施設基準] 
 

  （１）歯科補綴治療に係る専門の知識及び３年以上の経験を有する歯科医師 
  が１名以上配置されていること。 
  （２）当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器及び咀嚼能率測定用のグ 
   ルコース分析装置を備えていること。 
※ 下顎運動測定器：Ｄ００９ 顎運動関連検査で規定されている歯科用下顎運 
            動測 定器と同じ定義 
※ グルコース分析装置：歯科用のもので一般用血糖値測定器計は不可 
 現在はグルコセンサーＧＳ１、ＧＳ２（ジーシー社）のみ可 
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[届出に関する事項] 
 

  別添２の様式38の１の２を用いること。 

  (新) 有床義歯咀嚼機能検査           
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平成28年度診療報酬改定 

 ４根管又は樋状根に対してマイクロスコープ（歯科用実体顕微鏡）及び歯科用３次元エックス線断
層撮影を用いて、歯の根管数や形態を正確に把握した上で根管治療を行う場合を評価するととも
に、加圧根管充填の評価を充実する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 抜歯手術について、抜歯部位に応じた評価となるよう見直しを行う。 
  

歯科固有の技術の評価① 

現行 

単根管 130点 
２根管  156点 
３根管  190点 

改定後 

単根管 136点 
２根管 164点 
３根管 200点 

４根管又は樋状根に対して歯科用３次元エックス線断
層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を
行った場合は、400点を所定点数に加算する。なお、歯

科用３次元エックス線断層撮影の費用は別に算定でき
る。 
 ※３次元エックス線断層撮影は他の医療機関でも可 
 （歯根端切除手術についても同様とする） 

樋状根 ４根管 

現行 

前歯 150点 
臼歯 260点 
難抜歯 470点 

改定後 

前歯 150点 
臼歯 260点 
（削除） 

歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根
分離術を行った場合、難抜歯加算として210点を所定点
数に加算する。 
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口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の充実④ 

歯科 概要39 



現行    改定後 

 【加圧根管充填処置（１歯につき）】  
１ 単根管           130点 
２ ２根管            156点 
３ ３根管以上         190点 
 
注１ 区分番号Ｍ０００－２に掲げるクラウン・ブッ 
  ジ維持管理料に係る施設基準に適合している 
  ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医 
  療機関において算定する。 
２ 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。 
 

 【加圧根管充填処置（１歯につき）】  
１ 単根管                      136点 
２ ２根管                       164点 
３ ３根管以上                 200点 
 
注１ 区分番号Ｍ０００－２に掲げるクラウン・ブリッ 
  ジ維持管理料の注１により当該管理料を算定す 
  る旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機 
  関において算定する。 
２ 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。 
３ ３については、別に厚生労働大臣が定める施設 
 基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 
 届け出た保険医療機関において、４根管又は樋状 
 根に対して歯科用３次元エックス線断層撮影装置 
 及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場 
 合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点 
 数に加算する。なお、第４部に掲げる歯科用３次 
 元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。 
 

歯科固有の技術の評価 
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  (新) 手術用顕微鏡加算           400点          

手術用顕微鏡加算 

[主な施設基準] 
 

  （１）手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び３年以上の経験を有す 
   る歯科医師が１名以上配置されていること。 
  （２） 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。 
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[届出に関する事項] 
 

  別添２の様式49の８を用いること。 
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  (新) 歯根端切除手術の注３ 

歯根端切除手術の注３ 

[主な施設基準] 
  （１）手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び３年以上の経験を有する歯科医師が１名以
上配置されていること。 
  （２） 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること。 

[届出に関する事項] 
  別添２の様式49の８を用いること。 
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現行 改定後 

【歯根切除手術】 
１ ２以外の場合                                1,350点 
２ 歯科ＣＴ撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた 
 場合                                               2,000点 
 
注１ 第４部に掲げる歯科用３次元エックス線断層 
 撮影の費用は別に算定できる。 
２ 歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれる。 

  

【歯根切除術】 
１ ２以外の場合                                1,350点 
２ 歯科用３次元エックス線断層撮影装置及び手 
 術用顕微鏡を用いた場合                  2,000点 
 
注１ 第４部に掲げる歯科用３次元エックス線断層 
 撮影の費用は別に算定できる。 
２ 歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれる。 
３ ２については、別に厚生労働大臣が定める施設 
 基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 
 届け出た保険医療機関において、当該手術を実 

 施した場合に算定する。  
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 全身的な疾患を有する患者の歯科治療を行う際に、必要に応じてバイタルサインのモニタリング
を行った場合を評価する。 

（新） 歯科治療総合医療管理料（Ⅱ） 45点 （１日につき） 
（新） 在宅患者歯科治療総合医療管理料（Ⅱ） 45点 （１日につき） 
  ※現行の歯科治療総合医療管理料、在宅患者歯科治療総合医療管理料を、それぞれ（Ⅰ）として、 
    歯科治療総合医療管理料（Ⅱ）、在宅患者歯科治療総合医療管理料（Ⅱ）を新たに創設 
 
[算定要件]  
・施設基準に適合した保険医療機関において、全身的な管理が必要な患者に対し、第８部処置（区分番号I009からO009-4、 
 区分番号I010及びI011-3に掲げるものを除く。）、第９部手術又は第 12部歯冠修復及び欠損補綴（区分番号M001から 
 区分番号M003までに掲げるものに限り、全身麻酔下で行うものを除く。）を行うに当たって、必要な医療管理（血圧、脈拍、 
 経皮的酸素総和度を経時的に監視）を行った場合に算定する。 
・医科点数表の呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ（ハートスコープ）、カルジオタコスコープを算定した 
 日は、当該管理料は算定できない。 
・周術期口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期口腔機能管理料(Ⅱ)、周術期口腔機能管理料(Ⅲ)、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)、 
 在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)を算定した月は算定できない。 
[対象患者] 高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患がある患者 
[施設基準] 現行の歯科治療総合医療管理料の施設基準と同じ。 
 

全身的な疾患を有する患者に対する歯科医療の充実① 

平成28年度診療報酬改定 
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口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の充実① 

歯科 概要35 



在宅歯科医療の推進について④ 

 同一建物、同一日に複数の患者に対する歯科訪問診療料の適正化を行う。 
  

歯科訪問診療の適正化 

平成28年度診療報酬改定 

 在宅歯科医療を推進する等の観点から、在宅かかりつけ歯科診療所加算の施設基準
等の見直しを行う。 
 

 
 
 

 

 

在宅歯科医療の推進 
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現行 

歯科訪問診療３   143点 
 

改定後 

歯科訪問診療３   120点 
 

現行 

在宅かかりつけ歯科診療所加算 
 
[施設基準]   
・歯科診療所であること 

・当該歯科診療所で実施される直近３か月の歯科訪問
診療の実績が、月平均５人以上であり、そのうち少なく
とも８割以上が歯科訪問診療１を算定していること。 
 

改定後 

在宅歯科医療推進加算 （名称変更） 
 
[施設基準]   
・歯科診療所であること 

・当該歯科診療所で実施される直近３か月の歯科訪問
診療の実績が、月平均５人以上であり、そのうち少なく
とも６割以上が歯科訪問診療１を算定していること。 
 

歯科 概要29 



 硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠の適応を大臼歯に拡大する（金属アレルギーの場合に限
る）。 

 

 

 

 

 

 CAD/CAM冠の装着 

        

 

 

 

 

 有床義歯修理における歯科技工加算の評価を見直すとともに有床義歯修理を充実する。 

  （新）   歯科技工加算１  50点 

  （新）   歯科技工加算２  30点 

      

 

 

 

現行 

硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠 
 
 

改定後 

硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠 

 適応を大臼歯へ拡大（医科の保険医療機関等から、
金属アレルギーの診療情報提供（診療情報提供料の
様式に準じるもの）に基づく場合に限る） 
 

口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の充実⑪ 

補綴治療等、口腔機能の回復等に資する技術① 

平成28年度診療報酬改定 

現行 

CAD/CAM冠を装着した場合は、所定点数に相当する点
数を所定点数に加算する。 
 

改定後 

CAD/CAM冠を装着する際に、歯質に対する接着性を

向上させることを目的に内面処理を行った場合は、所
定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加
算する。 

現行 

有床義歯修理 228点 
  義歯を預かった翌日に修理 24点加算 
 

改定後 

有床義歯修理 234点 
 歯科技工加算１ 義歯を預かった当日に修理 
 歯科技工加算２ 義歯を預かった翌日に修理 
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歯科 概要46 



常勤配置の取扱いの明確化 

【第１基本診療料の施設基準等】 
 （新設） 

  基本診療料の施設基準における常勤配置とは、従事者が労働基準法（昭和22
年法律第49号）に規定する産前・産後休業及び育児・介護休業法（平成３年法
律第76号）に規定する育児・介護休業を取得中の期間において、当該施設基準
上求められる資質を有する複数の非常勤従事者の常勤換算後の人員数を原則含
めるものであること。 
また、育児・介護休業後等の従事者が、育児・介護休業法に規定する短時間

勤務制度を利用し、正職員として勤務する場合、育児・介護休業法で定める期
間は、週30時間以上の勤務で常勤扱いとすること。 

【第１特掲診療料の施設基準等】 
 （新設） 

特掲診療料の施設基準における常勤配置については、従事者が労働基準法
（昭和22年法律第49号）に規定する産前・産後休業及び育児・介護休業法（平
成３年法律第76号）に規定する育児・介護休業を取得中の期間に限り、当該施
設基準上求められる資質を有する複数の非常勤従事者の常勤換算後の人員数を
含めることができること。 
また、育児・介護休業後等の従事者が、育児・介護休業法に規定する短時間

勤務制度を利用し、正職員として勤務する場合、育児・介護休業法で定める期
間は、週30時間以上の勤務で常勤扱いとすること。 
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明細書無料発行の推進 

 現行、電子レセプト請求が義務付けられている病院、診療所及び薬局については、原則として明
細書を無償で発行しなければならないこととされているが、自己負担のない患者については、対象
外となっていることから、以下の対応を行う。 

(※) 400床未満の病院・診療所は経過措置あり(400床未満の病院は平成28年４月から完全義務化) 

 
 

 

 

明細書無料発行の推進 

平成28年度診療報酬改定 

 ① 公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者（全額公費負担の患者を除く。）に
ついても、患者に対する情報提供の観点から、電子レセプト請求を行っている保険医療
機関及び保険薬局については、患者から求めがあった場合の無料発行を原則義務とす
る。 
 

※ 保険医療機関及び保険医療養担当規則」及び「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」を改正 

 

 ② ただし、自己負担がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセプトコ
ンピューターを使用している、又は自動入金機の改修が必要な医療機関及び薬局に対し
ては、２年間（診療所については、当面の間）の猶予措置を設ける。 
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・届出に当たっては、届出する施設基準の告示・通知を必ず確認すること。 

 

・「基本診療料の施設基準」の届出に当たっては、特に規定する場合を除き、届出前１か月の実

績を有していること。 

 

・届出する施設基準ごとに、表紙（基本診療料は「別添７」、特掲診療料は「別添２」）、施設基準に

該当する様式、添付書類が必要なものは添付書類を１組とし、正副２組作成し提出すること。 

施設基準の届出にあたっての留意事項 

※提出期限 

 平成２８年４月１日から算定するためには、 

平成２８年４月１４日（木）必着 で提出すること。 
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